　　　広報あやせ有料広告募集実施要領
１　目的

　この実施要領は、広報あやせ有料広告掲載取扱要領（以下「取扱要領」という）に基づき実施する令和８年度分の有料広告募集の業務に関し、必要な事項を定めるものとする。
２　募集内容について
（１）募集期間　令和８年１月１３日から２月２７日まで
（２）掲載号　令和８年６月から令和９年５月までの毎月１日・１５日号
（３）規格と掲載料（縦×横、1回分の掲載料）
　Ａ枠、65ミリメートル×195ミリメートル、4万円

 　Ｂ枠、65ミリメートル× 95ミリメートル、2万円

 　Ｃ枠、65ミリメートル×195ミリメートル、3万3000円

 　Ｄ枠、65ミリメートル× 95ミリメートル、1万6500円
（４）色　１日号　４色（Ａ・Ｂ枠）

 　　　 　１５日号　２色（Ｃ・Ｄ枠）
（５）募集内容の公表　広報あやせ１月１日号及び、綾瀬市ホームページにより行う

（６）その他　申し込みについては、各号につき１枠までとする
３　申込書の受け付けについて
　申込受付時には、次の書類をメールもしくは直接受け付けるものとする。
（１）広報あやせ広告掲載申込書
（２）市外所在の申込者については、市民税の納付が確認できる書類を１部
（３）広告掲載データ
　なお、広告掲載データについては、内容が掲載可能か判断するためのものであるため、催事等で申請時には詳細未定であるなどの理由がある場合には、掲載内容の概要が分かるものの提出でよいものとする。
３　掲載予定数について
　掲載予定数については、原則各号２ページの下段に収まる範囲内とする。（Ａ・Ｃ枠の場合２枠、Ｂ・Ｄ枠の場合は４枠分）。
ただし、６月、７月、１１月の各１日号については記事量が多いことが予測されるため、１ページの下段に収まる範囲内とする。

４　抽選の実施について
　掲載予定数を超える応募があった場合には、抽選によって優先順位を決めるものとする。
（１）抽選方法
　掲載希望号ごとに、表計算ソフトを用い厳正に抽選を行う。
　Ａ・Ｃ枠の応募者が、Ｂ・Ｄ枠のみの空き枠に抽選された場合、規格の変更の打診を行い、辞退した際は次順位の応募者を繰り上げるものとする。
（２）抽選実施の日時・場所
　日時　令和８年３月１７日　１３時１５分から
　場所　市役所３階　３０６会議室

（３）抽選の立ち合いについて

　抽選は公開で行い、希望者は立ち会うことが出来るものとする。
５　広告掲載決定の通知について

　広告掲載決定の可否は、令和８年４月１日から１０日までに、広報あやせ広告掲載決定通知書（取扱要領第２号様式）により通知するものとする。
６　掲載予定数に達しない場合について
　掲載予定数に達しなかった掲載号については、募集期間終了日翌日から追加募集を行う。追加募集により受け付けた申込書の優先順位については、申込順とする。同時に、掲載予定数を超えない範囲で、規格の変更も受け付けるものとする。
